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財政援助団体等監査結果報告書 

 

地方自治法１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等の監査を次のとおり実

施した。 

 

 

第１ 監査を実施した監査委員 
   黒川 了一 
   浅井 泰三 
 
第２ 監査の種類 
   財政援助団体監査（補助金及び負担金、委託料含む） 
 
第３ 監査の概要 
 １ 監査の実施日 
    令和６年６月１８日（火） 
 ２ 監査の対象とした団体 

財政援助団体名 所管部局 

①（福）西春日井福祉会 尾張中部福祉の杜 

（心身障害者施設運営費等負担金） 健康福祉部社会福祉課 

② つばめ自動車株式会社 
  (コミュニティバス運行経費負担金) 

企画部企画政策課 

③ 清洲駅前土地区画整理組合 建設部都市計画課 

④ 清須市文化協会 教育部生涯学習課 

⑤ 清須市体育協会 教育部スポーツ課 

⑥ 清須市子ども会連絡協議会 教育部スポーツ課 

⑦（福）清須市社会福祉協議会 健康福祉部社会福祉課 

 
３ 監査の対象とした事項及び範囲 
⑴ 対象事項 

令和５年度財政的援助（補助金及び負担金、委託料）に係る出納その他の

事務の執行 
⑵ 対象補助金等及び交付決定額       

① （福）西春日井福祉会 尾張中部福祉の杜  ４０，１１７，１２６円 
（心身障害者施設運営費等負担金）      

②  つばめ自動車株式会社                    ７５，９５２，１５７円 
（コミュニティバス運行経費負担金） 

③  清洲駅前土地区画整理組合        １６４，６１３，０００円 

④  清須市文化協会（各種文化委託金含む）    ６，４４２，０００円 

⑤  清須市体育協会                           ５，２８３，６００円 
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⑥  清須市子ども会連絡協議会          ３，５６５，３６０円 

⑦ （福）清須市社会福祉協議会              ６７，４５８，０００円 

４ 監査の着眼点及び実施方法 
    監査の実施にあたっては、財政援助団体に対して補助金等交付申請書、決算

書及び事業報告書等の関係書類の提出を求めるとともに関係職員より聴取し、

当該補助金等が交付目的に従って正しく使用されているかどうかに主眼をお

いて実施した。 
    また、所管課に対しては補助金等の出納に係る指導監督が適切になされてい

るかどうかに主眼をおいて実施した。 
 
第４ 監査の結果 
１ 社会福祉法人西春日井福祉会 尾張中部福祉の杜 

⑴ 団体の概要 
     尾張中部福祉の杜は、平成１９年４月１日に開所され障害者の自立を支援

することを目的とし、社会福祉法人西春日井福祉会が運営している。 

     職員数は、１０５名である（令和６年３月３１日現在）。 

⑵ 補助金等の推移 
ア 負担金（心身障害者施設運営費等負担金）の推移 

       令和５年度 ３２，８１０，２０８円 
       令和４年度 ３３，７７８，７０６円 
       令和３年度 ３３，９５９，１８８円 
       令和２年度 ３３，８８５，１３０円 

イ 委託料（尾張中部福祉圏域地域生活支援拠点事業業務）の推移 
       令和５年度  ７，３０６，９１８円  
       令和４年度      ― 
       令和３年度      ― 
       令和２年度      ― 
  ⑶ 収支決算状況 

ア 収入の部 
収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、心身障害者施設

運営費等負担金として３２，８１０，２０８円、尾張中部福祉圏域地域生

活支援拠点事業業務委託料として７，３０６，９１８円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額（見込）は７０８，６８４，８００円で、このうち心身障害者施

設運営費等負担金の充当額は３２，８１０，２０８円、尾張中部福祉圏域

地域生活支援拠点事業業務委託料の充当額は７，３０６，９１８円で、充

当率は５．７％であった。また、事業費の使途については、次のとおりで

あった。 
 
      事業活動   施設運営費              494,652,536 円 

施設整備等  施設建設費償還金元金           9,809,940 円 

その他の活動                    204,222,324 円 

                  事業費合計   708,684,800 円 

                  負担金充当額  40,117,126 円 

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管課
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の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されていると

認められた。 

 

２ つばめ自動車株式会社 

⑴ 団体の概要    
つばめ自動車株式会社は、昭和２７年３月２４日に設立され、地域住民の足

となり地域社会の発展に寄与することを目的としている。 
役員は、代表取締役社長１名・取締役副社長１名・常務取締役１名・取締役

２名・監査役１名で構成されており、社員数は、４３０名である（令和５年３

月３1 日現在）。 
令和元年１０月１日から令和６年９月３０日まで清須市において地域公共

交通確保維持改善事業の補助金の交付を受け、清須市コミュニティバス（きよ

す あしがるバス）の運行を行っている。 
⑵ 補助金等の推移 

負担金（コミュニティバス運行経費負担金）の推移 
令和５年度 ７５，９５２，１５７円  

      令和４年度 ７２，９６０，０６１円  
      令和３年度 ６３，９５０，６０５円  
      令和２年度 ６３，３３３，７１５円  
 ⑶ 収支決算状況 

ア 収入の部 
収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、コミュニティバ

ス運営経費負担金として７５，９５２，１５７円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額は８３，５３７，０５７円で、このうち負担金の充当額は７５，

９５２，１５７円で、充当率は９０．９％であった。また、事業費の使途

については、次のとおりであった。 
 
人件費      運転手人件費           52,094,160 円 
自動車諸税    自動車重量税等            65,600 円 
車両借上料    借上料               7,498,810 円 

保険料      自賠責保険等              391,220 円 

燃料油脂費    燃料費等              8,130,209 円 

車両整備費     ３か月点検等            2,469,241 円 

その他経費    タイヤ等              1,832,461 円 

一般管理費                      10,726,856 円 

タクシー出動料金                    328,500 円 

                     事業費合計   83,537,057 円 

                   負担金充当額  75,952,157 円           

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管 

課の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されてい

ると認められた。 
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３ 清洲駅前土地区画整理組合 

⑴ 団体の概要    
       清洲駅前土地区画整理組合は、平成２７年８月２５日に設立され、道路、

公園及び雨水調整池等の公共施設の整備と土地利用の効率化を促進するた

め、ＪＲ清洲駅周辺地区において土地区画整理事業を施行している。 
役員は、理事長１名・副理事長２名・理事７名・監事３名で構成されてお

り、組合員数は２０４名である（令和６年３月３１日現在）。組合員の内訳

は、所有権者１９３名・借地権者１１名となっている。 

⑵ 補助金等の推移 
補助金（土地区画整理事業補助金）の推移 

      令和５年度 １６４，６１３，０００円             
令和４年度  ９７，８００，０００円      
令和３年度 ３９０，０００，０００円      
令和２年度 １４７，０００，０００円           

⑶ 収支決算状況 
ア 収入の部 

収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、土地区画整理事

業補助金として１６４，６１３，０００円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額は１，１４９，１８５，８９８円で、このうち補助金の充当額は

１６４，６１３，０００円で、充当率は１４．３％であった。また、事業

費の使途については、次のとおりであった。 

    

事務所費  報酬、給料、旅費等                  29,798,826 円 

工事費   道路築造費、水路築造費等              297,850,189 円 

補償費   建物移転費、電柱移設費等        645,005,501 円 

負担金      上水道負担金、ガス負担金等       60,070,620 円 

調査設計費 工事調査設計費、補償調査設計費等   105,303,000 円 

借入金利子 利子償還金               11,091,376 円 

雑支出   納付金、雑支出               66,386 円 

                    事業費合計  1,149,185,898 円 

                    補助金充当額  164,613,000 円 

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管課

の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されていると

認められた。 

 

４ 清須市文化協会 

⑴ 団体の概要 
       清須市文化協会は、市内における文化に関する各種の事業運営に協力し、

クラブ会員相互の親睦と教養を深め、市民の生活文化向上と地域文化の発展

に寄与することを目的として、平成１８年４月２日に設立された。 
     役員は、会長１名・副会長３名・書記１名・会計２名・監事２名・顧問３

名・理事１７名の２９名で構成されており、会員数は７８６名である（令和

６年３月３1 日現在）。 
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事業内容は、各種文化事業の開催等である。      
⑵ 補助金等の推移 

   ア 補助金（文化協会補助金）の推移       
       令和５年度 １，７４３，０００円      

令和４年度 ２，１２１，０００円  
令和３年度 ２，５６２，０００円   
令和２年度 ２，７５１，０００円 

    イ 委託料（各種文化事業(４事業)委託金）の推移 
       令和５年度 ４，６９９，０００円 

令和４年度 ３，７７４，５３７円 
令和３年度         ０円 
令和２年度         ０円 
※４事業：清須市納涼盆踊り開催業務、芸能発表会開催業務、文化展

開催業務、囲碁・将棋大会開催業務 
⑶ 収支決算状況 

ア 収入の部 
収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、文化協会補助金

として１，７４３，０００円、各種文化事業(４事業)委託金として４，６

９９，０００円が収入されていた。 

イ 支出の部 

決算額は６，９３７，７０４円で、このうち文化協会補助金の充当額は

１，７４３，０００円、各種文化事業(４事業)委託金の充当額は４，６９

９，０００円で、充当率は９２．９％であった。また、事業費の使途につ

いては、次のとおりであった。 
 

会議費 会議使用料等                  21,749 円 
事務費 文協だより発行、消耗品等              271,450 円 

事業費 県文連事業参加費等             4,819,865 円 

振興費 クラブ補助金、事業費助成金等        1,778,240 円 

旅 費 県文連会議等                      400 円 

負担金 県文連負担金                   46,000 円 

                   事業費合計    6,937,704 円 

                   補助金充当額    6,442,000 円 

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管課

の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されていると

認められた。 

 

５ 清須市体育協会 

  ⑴ 団体の概要 

体育協会は、平成１８年４月１日に設立され、清須市における体育・スポー

ツの団体を総括し、アマチュアスポーツの普及振興と市民のスポーツへの関心

を高めるために必要な事業を行い、市民の健康増進とスポーツを通じて明るく

豊かな街づくりに寄与することを目的としている。 

役員は、会長１名・副会長２名・書記１名・会計１名・事務局長１名・監事
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２名・理事３１名の３９名で構成されおり、会員数は、１，８４０名である（令

和５年１０月 1 日現在）。 

事業内容は、各種スポーツ大会の開催及び協力、体育・スポーツに関する調

査、研究及び協力等である。 

⑵ 補助金等の推移 
補助金（体育協会補助金）の推移  

    令和５年度  ５，２８３，６００円    
      令和４年度  ５，３４０，４００円     
      令和３年度  ５，４９３，８００円     
      令和２年度  ５，９２０，２００円     

⑶ 収支決算状況 

ア 収入の部 
収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、体育協会補助金

として５，０３３，６００円、市民親睦ソフトボール大会運営事業委託金

として２５０，０００円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額は６，２１７，５８９円で、このうち補助金等の充当額は５，２

８３，６００円で、充当率は８５．０％であった。また、事業費の使途に

ついては、次のとおりであった。 
 

派遣費     役員旅費等、会場使用料等        108,272 円 

総務費     郵送料、事務消耗品等         277,837 円 

事業費     主催大会事業費、市民大会助成金   3,209,780 円 

負担金・補助金 部会活動費、部会助成金等      2,571,700 円 

記念事業積立金                     50,000 円 

                     事業費合計   6,217,589 円 

                     補助金充当額  5,283,600 円 

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管 

課の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されてい

ると認められた。 

 

６ 清須市子ども会連絡協議会 

  ⑴ 団体の概要 
清須市子ども会連絡協議会は、平成２０年３月１５日に設立され、清須市内

に住んでいる児童及び生徒を会員とし、いつも仲良く楽しい遊び、勉強及び奉

仕活動等を通じて、強く明るく世の中に役立つ子どもになるよう努力すること

を目的としている。 

役員は、会長１名・副会長３名・書記１名・会計１名・監事４名・理事７名・

常任顧問１名・ジュニアリーダー育成部長１名の１９名で構成されており、会

員数は２，６０２名である（令和５年１０月 1 日現在）。 

事業内容は、球技大会・研修会の開催及び参加、安全会事務の遂行等である。 

⑵ 補助金等の推移 
   補助金（子ども会活動費補助金）の推移 

令和５年度  ３，５６５，３６０円 
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      令和４年度  ２，９７９，７６０円 
      令和３年度  ２，３８６，４８０円 
      令和２年度  ２，４１５，０００円 

⑶ 収支決算状況 
ア 収入の部 

収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、子ども会活動費

補助金として３，５６５，３６０円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額は３，３５２，９６６円で、このうち補助金の充当額は３，３５

２，９６６円で、充当率は１００％であった。また、事業費の使途につ

いては、次のとおりであった。 
 
     会議費 会場使用料等                  15,554 円 

     事務費 郵送料、事務消耗品等             145,058 円 

     事業費 大なわとび大会費、総会開催費等       1,231,584 円 

     振興費 地区子ども会補助金、地区子連補助金     1,388,400 円 

     旅費  研修会、子ども会県大会交通費          13,080 円 

     負担金 安全共済会保険料、県子連会費         559,290 円 

                   事業費合計   3,352,966 円 

                   補助金充当額  3,352,966 円  

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管 

課の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されている

と認められた。 

 

７ 社会福祉法人 清須市社会福祉協議会 

⑴ 団体の概要 
清須市社会福祉協議会は、清須市における社会福祉事業、その他の社会福祉

を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地

域福祉の推進を図っている。 

役員は、会長１名・副会長２名・理事９名・監事２名・評議員１６名の３０

名で構成されており、事務局職員は６７名である（令和６年３月３１日現在）。 

事業内容は、地域福祉活動推進事業を始め１７事業を行っている。 

⑵ 補助金等の推移 
    補助金（社会福祉協議会補助金）の推移     

      令和５年度 ６７，４５８，０００円    
      令和４年度 ６７，４５８，０００円     
      令和３年度 ６７，４７８，０００円     
      令和２年度 ６３，６６６，０００円    

⑶ 収支決算状況 
ア 収入の部 

収入事務について決算書等関係諸帳簿を調査した結果、社会福祉協議会

補助金として６７，４５８，０００円が収入されていた。 
イ 支出の部 

決算額（見込）は６９，９７３，３２６円で、このうち補助金の充当額

は６７，４５８，０００円で、充当率は９６．４％であった。また、事業
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費の使途については、次のとおりであった。 
 
人件費          法人運営事業等      46,645,727 円 
福祉活動専門員事業    福祉活動専門員事務費       118,549 円 

地域福祉活動推進事業   福祉団体等助成金     15,929,000 円 

ボランティアセンター事業 福祉協力校助成金等    1,375,000 円 

日常生活自立支援事業   人件費、事業費等     5,265,524 円 

法律相談事業       業務委託費等         639,526 円 

                  事業費合計    69,973,326 円 

                  補助金充当額  67,458,000 円 

⑷ 結果 

財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況及び同団体に対する所管 

課の指導状況等について監査を実施した結果、おおむね適正に処理されている

と認められた。 


